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会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険
料＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者
医療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介
護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷市・都民税第2期分▷国民健康保険料第
2期分▷後期高齢者医療保険料第2期分▷
介護保険料第2期分

8月31日木今月の
納期

２
０
２
４
年
二
十
歳
を
祝
う

つ
ど
い

　

市
と
二
十
歳
を
祝
う
つ
ど
い
実
行

委
員
会
は
、
20
歳
を
迎
え
る
若
者
た

ち
の
門
出
を
祝
福
す
る
た
め
、「
二
十

歳
を
祝
う
つ
ど
い
」
を
開
催
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

対
平
成
15
年
4
月
2
日
〜
平
成
16
年

4
月
1
日
生
ま
れ
の
方
▽▽
第
1
部
＝

現
在
、
四
中
・
五
中
・
六
中
・
七
中

の
学
区
に
お
住
ま
い
の
方
▽▽
第
2
部

＝
現
在
、
一
中
・
二
中
・
三
中
・
八

中
・
九
中
の
学
区
に
お
住
ま
い
の
方

時
令
和
6
年
1
月
8
日（
月
・
祝
）▽▽

第
1
部
＝
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
0

時
30
分
▽▽
第
2
部
＝
午
後
1
時
30
分

〜
2
時
30
分
場
た
ま
し
ん
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｕ

Ｒ
Ｕ
ホ
ー
ル

問
子
ど
も
育
成
課
青
少
年
係
・
内
線

1
3
0
5

市
有
地
を
売
却

　

市
は
、
紀
尾
井
町
戦
略
研
究
所
株

式
会
社
が
運
営
す
る
「
K
S
I
官
公

庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
・
公
有
財
産
売

却
」（
下
2
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）を

利
用
し
て
、
一
般
競
争

入
札
で
市
有
地
を
売
却
し
ま
す
。
対

象
物
件
は
「
第
二
学
校
給
食
共
同
調

理
場
跡
地
」（
一
番
町
四
丁
目
55
番

7
、
同
番
8
、
9
、
12
。
総
面
積

4
7
3
1
・
２
４
平
方
メ
ー
ト
ル
）。

く
わ
し
く
は
参
加
要
領
等
の
公
開
以

降
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
参
加
要
領
等
の
公
開
＝
10
月
20
日

（
金
）午
後
1
時
か
ら
▼
入
札
参
加
申

込
期
間
＝
10
月
20
日（
金
）午
後
1
時

〜
11
月
7
日（
火
）午
後
2
時
▼
入
札

期
間
＝
11
月
21
日（
火
）午
後
1
時
〜

11
月
28
日（
火
）午
後
1
時

問
総
務
課
管
財
係
・
内
線
2
6
0
0

国
立
3
・
3
・
15
号
中
新
田

立
川
線
お
よ
び
国
立
3
・
4
・

5
号
立
川
青
梅
線
都
市
計
画

変
更
素
案
説
明
会

　

都
は
、
国
立
都
市
計
画
道
路
3
・

3
・
15
号
中
新
田
立
川
線（
国
立
市

谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
の
延
長
約

0
・
5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
）お

よ
び
国
立
都
市
計
画
道
路
3
・
4
・

5
号
立
川
青
梅
線（
国
立
市
富
士
見

台
四
丁
目
〜
青
柳
一
丁
目
の
延
長
約

0
・
6
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
）に

つ
い
て
、
都
市
計
画
変
更
素
案
の
説

明
会
を
国
立
市
で
開
催
し
ま
す
。
手

話
通
訳
あ
り
。
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ

ん
。
直
接
会
場
へ
。

時
▽▽
9
月
8
日（
金
）午
後
7
時
〜
8

時
30
分
▽▽
9
月
9
日（
土
）午
後
2
時

〜
3
時
30
分
場
国
立
第
六
小
学
校
体

育
館（
国
立
市
谷
保
6
6
0
0
）保
若

干
名（
生
後
6
か
月
〜
学
齢
前
）。
保

育
を
希
望
す
る
方
は
9
月
6
日（
水
）

午
後
5
時
ま
で
に（
株
）ネ
ス
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
☎
０
３（
5
4
6
8
）

6
6
0
0
へ〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除

10
月
か
ら
第
２
子
の
保
育
料

が
無
償
化
さ
れ
ま
す

　

現
在
、
都
内
の
保
育
所
等
で
は
、

0
歳
か
ら
2
歳
の
お
子
さ
ん
の
保
育

料
に
つ
い
て
、
第
2
子
は
半
額
、
第

3
子
は
無
償
と
し
て
い
ま
す
。

　

10
月
か
ら
は
都
の
補
助
事
業
の
拡

充
に
よ
り
、
第
2
子
に
つ
い
て
も
無

償
と
な
り
ま
す
。
市
は
、
9
月
初
旬

に
、
9
月
分
か
ら
令
和
6
年
3
月
分

ま
で
の
保
育
料
の
決
定
通
知
を
お
送

り
す
る
予
定
で
す
が
、
そ
の
際
は
現

行
制
度
で
の
決
定
額
と
な
り
ま
す
。

新
た
に
無
償
と
な
る
お
子
さ
ん
の
分

に
つ
い
て
は
、
制
度
改
正
の
手
続
き

が
完
了
後
、
あ
ら
た
め
て
通
知
を
お

送
り
し
ま
す
▽▽
対
象
施
設
＝
認
可
保

育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
家
庭
的
保

育
施
設
、
小
規
模
保
育
施
設

問
保
育
課
・
内
線
1
3
2
5

く
、
午
前
10
時
〜
午
後
5
時
〕

問
▽▽
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
＝
都

都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画

課
☎
0
3（
5
3
8
8
）3
2
9
3
▽▽

事
業
に
関
す
る
こ
と
＝
都
建
設
局
道

路
建
設
部
計
画
課
☎
0
3（
5
3
2

0
）5
3
1
8
、
市
都
市
計
画
課
・

内
線
2
3
6
6

教
育
委
員
候
補
者
を
募
集

　

教
育
委
員
会
は
、
市
の
教
育
行
政

全
般
に
関
わ
る
基
本
方
針
や
施
策
な

ど
に
つ
い
て
審
議
し
、
意
思
決
定
を

行
う
合
議
制
の
執
行
機
関
で
す
。
こ

の
た
び
、
教
育
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
一
般
公
募
委
員
の
候
補
者
を

募
集
し
ま
す
。

　

応
募
方
法
等
く
わ
し
く
は
、
市
役

所〔
人
事
課（
2
階
52
番
窓
口
）、
教

育
総
務
課（
2
階
63
番
窓
口
）〕と
窓

口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る

募
集
案
内（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
＝
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満

た
す
方
▽▽
9
月
19
日
現
在
、
25
歳
以

上
で
、
東
京
都
在
住
▽▽
人
格
が
高
潔

で
、
教
育
、
学
術
、
文
化
に
関
し
識

見
を
有
す
る
▽▽
次
の
①
②
に
該
当
し

な
い
者
①
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い

②
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
▼

募
集
人
数
＝
1
人（
選
考
）▼
応
募
期

限
＝
9
月
19
日（
火
）

問
人
事
課
人
事
係
・
内
線
2
5
7
3

学
童
保
育
所
指
導
員（
会
計

年
度
任
用
職
員
・
月
額
報
酬

制
）を
募
集

　

10
月
採
用
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、

学
校
教
諭
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有

す
る
方
▼
職
務
内
容
＝
市
内
学
童
保

育
所
で
の
児
童
の
保
育
指
導
業
務
、

そ
の
他
事
務
作
業
等
▼
報
酬
＝
市
の

規
定
に
よ
る
▼
募
集
人
数
＝
1
人
▼

試
験
＝
9
月
15
日（
金
）

問
子
ど
も
育
成
課
学
童
保
育
所
係
・

内
線
1
3
0
1

公
開
す
る
会
議
日
程

　

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
都
市
計
画
審
議
会　

時
9
月
4
日

（
月
）午
後
2
時
か
ら
場
市
役
所
3
階

302
会
議
室
定
5
人
問
都
市
計
画
課
都

市
総
務
係
・
内
線
2
3
6
5

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会　

時
9
月

6
日（
水
）午
後
7
時
か
ら
場
泉
市
民

体
育
館
研
修
室
定
5
人
問
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
☎（
5
2
9
）8
5
1
5

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
▽▽
9
月

7
日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
▽▽
9

月
20
日（
水
）午
後
1
時
30
分
か
ら
場

市
役
所
2
階
208
・
209
会
議
室
定
各
20

人
問
教
育
総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2

4
6
5

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会（
計
画
策

定
等
調
査
検
討
会
）　

時
9
月
13
日

（
水
）午
後
4
時
か
ら
場
市
役
所
1
階

104
会
議
室
定
3
人
問
介
護
保
険
課
介

護
給
付
係
・
内
線
1
4
5
8

100m100m

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

西
国
立
駅

青
柳
大
通
り 矢

川
通
り

J
R
中
央
線

J
R
南
武
線

立川南駅

奥多摩街道
奥多摩街道

新奥多摩街道
柴崎体育館駅

JR中央線

JR青梅線

JR青梅線
立川北駅 立川駅

立川南駅

柴崎体育館駅

西国立駅

矢川駅

国立第六小学校

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

三中

甲州街道

六小

三小

立川病院

立川北駅

八中

新生小

四小

一中

JR青梅線

J
R
中
央
線 み

の
わ
通
り

立
川
通
り

国立市日野市

立川市 国
立
３・３・15
号
線

事
業
予
定
区
間

国立３・４・５号線 事業予定区間

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
９
月
30

日（
土
）で
す
。
10
月
1
日（
日
）以
降

使
用
で
き
る
新
し
い
被
保
険
者
証
を
、

９
月
上
旬
か
ら
簡
易
書
留
郵
便
で
お

送
り
し
ま
す
。
確
実
に
お
届
け
で
き

る
よ
う
、
玄
関
等
に
表
札
を
出
す
、

ポ
ス
ト
に
名
前
を
表
記
す
る
な
ど
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

配
達
時
に
不
在
の
場
合
、
郵
便
配
達

員
は
「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の
お
知

ら
せ
」
を
投
函
し
ま
す
が
、
居
住
者

の
名
前
等
が
不
明
な
場
合
は
、
こ
の

お
知
ら
せ
を
投
函
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

就
職
・
退
職
時
な
ど
は
加

入
・
脱
退
の
届
け
出
を

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
と
国
民
健
康

保
険（
国
保
）は
重
複
し
て
加
入
で
き

ま
せ
ん
。
就
職
や
退
職
に
伴
う
国
保

の
加
入
・
脱
退
の
際
は
、
手
続
き
が

必
要
で
す
。
保
険
年
金
課（
市
役
所

1
階
6
番
窓
口
）か
窓
口
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

▼
加
入

＝
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
保
険
の

資
格
喪
失
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い

る
証
明
書
、
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）▼
脱
退
＝
新
し

い
被
保
険
者
証（
被
扶
養
者
が
い
る

場
合
は
全
員
分
）、
こ
れ
ま
で
加
入

し
て
い
た
国
保
の
被
保
険
者
証

●
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と　

国

民
健
康
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
お

支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
被

保
険
者
証
が
な
い
た
め
、
届
け
出
ま

で
の
間
の
医
療
費
は
い
っ
た
ん
全
額

自
己
負
担
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と　

国

民
健
康
保
険
料
の
請
求
が
継
続
し
ま

す
。
ま
た
、
国
保
の
被
保
険
者
証
を

使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場
合
、
国
保

か
ら
支
払
わ
れ
た
医
療
費
を
返
還
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
1

国
民
健
康
保
険

　
新
し
い
被
保
険
者
証
を
郵
送


